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一
、
本
抄
述
作
当
時
の
日
蓮
門
下
と
日
隆
聖
人

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
滅
後
の
わ
が
教
団
は
、
外
部
か
ら
の
脅
迫
や
内
部
の
動
揺
の
た
め

一
時
は
や
や
沈
滞
気
味
で
あ
つ
た
が
、
宗
祖
の
法

孫
中
の
諸
師
の
中
に
捨
身
弘
法
の
意
気
に
燃
え
る
も
の
が
、
熱
烈
堅
信
の
檀
越
の
外
護
を
う
け
つ
つ
縁
を
た
ど
つ
て
或
は
単
身
に
各
方
面

に
猛
烈
な
遊
化
伝
導
の
法
戦
を
展
開
し
、
そ
の
教
勢
は
、
関
東
に
あ
つ
て
は
身
延

・
池
上

・
中
山

・
富
士
を
中
心
に
伸
張
し
た
。
而
し
て

足
利
氏
が
建
武
の
中
興
以
来
政
権
が
確
立
す
る
や
京
都
は
文
化
の
中
心
と
し
て
次
第
に
住
古
の
姿
を
と
り
も
ど
し
て
き
た
の
で
、
関
東
の

諸
大
寺
は
き
そ
つ
て
京
都
に
進
出
し
寺
院
を
構
え
た
。
中
で
も
日
像
聖
人
創
立
の
四
条
妙
顕
寺
と
、
足
利
尊
氏
の
叔
父
で
あ
つ
た
日
静
師

に
よ
つ
て
六
条
堀
川
に
建
立
せ
ら
れ
た
本
国
寺
と
が
相
並
ん
で
京
都
教
団
の
二
大
法
城
と
な
つ
た
。

つ
い
で
千
葉
の
中
山
法
華
経
寺
も
京
都
進
出
を
計
り
洛
中
妙
法
寺

・
青
蓮
房
日
中
に
よ
る
妙
行
寺
、
久
遠
成
院
日
親
に
よ
る
本
法
寺
等

相
つ
い
で
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
蓮
門
下
の
教
線
拡
張
と
平
行
し
教
学
の
研
究
も
ま
た
盛
ん
と
な
つ
た
が
、
然
し
比
叡
山
の
天
台
宗
に
依
存
す
る
あ
ま
り

宗
祖
の
教
学
よ
り
逢
脱
し
た
所
の
い
び
つ
な
も
の
に
な
つ
て
き
た
。

即
ち
、
本
述

一
致
派
教
学
の
巨
匠
た
る
藻
原
妙
光
寺
四
世
日
海

（
一
三

一
八
―

一
二
九
六
）
が
関
東
に
あ
つ
て
、
初
心
行
者
位
見
聞
等

の
著
述
を
世
に
送
つ
て
、
祖
滅
後
上
代
の
教
学
と
し
て
比
較
的
纏
つ
た
も
の
を
集
大
成
し
、
彼
の
中
古
天
台
教
学
の
理
本
覚
思
想
に
よ
る

本
尊
口
伝
相
承
は
、
向

・
興

・
朗

・
常
の
各
諸
門
に
相
当
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

ま
た
関
東
よ
り
関
西
へ
中
古
天
台
の
理
ず
り
教
学
を
移
植
し
た
中
山
門
流
の
青
蓮
坊
日
中
は
洛
中
妙
行
寺
を
創
立
し
、
当
代
比
類
な
き

学
僧
と
う
た
わ
れ
、
そ
の
門
に
洛
中
妙
覚
寺
の
真
如
院
日
住

（
一
四
〇
六
―

一
四
八
六
）
と
同
門
の
妙
覚
寺
の
正
行
院
日
源
が
あ
つ
て
盛

-94-



ん
に
中
古
天
台
の
観
心
ず
り
教
学
を
鼓
吹
し
、
多
く
の
著
述
を
通
じ
て
洛
中
の
日
蓮
宗
を
風
靡
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
六
条
本
国
寺
日
伝
は
、
同
門
の
本
成
寺
日
陣
と
の
間
に
本
述
勝
劣
を
争
い
、
日
伝
の
資
大
智
院
日
聰
は
五
十
五
箇
条
の
煩
鎖
な
難

問
を
掲
げ
て
一
致
教
学
を
主
張
し
、
姦
に
教
学
面
に
於
け
る
日
蓮
門
下
の
内
憂
窮
ま
る
の
観
が
あ
つ
た
。

一
方
他
宗
門
は
、
山
門
、
寺
門
共
に
富
と
武
力
に
も
の
を
い
わ
せ
て
日
蓮
門
下
を
事
々
に
圧
迫
し
、
禅
、
念
佛
の
諸
宗
は
そ
の
信
徒
を

庶
民
の
間
に
次
第
に
繁
殖
せ
し
め
つ
つ
あ
り
、
日
隆
聖
人

（以
下
隆
師
）
五
十
二
才
頃
に
永
享
法
難
が
鎌
倉
に
お
こ
る
等
、
外
患
ま
た
侮

り
難
き
状
態
で
あ
つ
た
。

こ
の
よ
ぅ
な
世
情
に
あ
つ
て
も
わ
が
門
流
独
り
よ
く
此
等
に
影
響
さ
れ
ず
且
つ
そ
の
余
吻
を
借
ら
ず
、
当
門
流
に
は
久
年
の
間
諸
方
に

法
理
を
求
む
、
恐
く
は
諸
御
抄
を
極
む
る
数
百
篇
に
及
ぶ
、
玄
文
止
六
十
巻
を
極
め
、
内
鑑
外
宜
述
本
流
通
を
分
つ
て
諸
御
抄
を
以
て

能
開
能
眼
と
な
し
、
玄
文
止
を
以
て
所
開
所
照
と
為
し
て
、
開
述
顕
本
の
上
に
本
門
法
華
宗
を
立
て

（弘
全
十
、
四
五
〇
）

ら
れ
た
隆
師
の
態
度
は
極
め
て
立
派
で
あ
る
と
評
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
態
度
が
あ
ま
り
に
も
宗
祖
日
蓮
大
士
に
忠
実
の
あ
ま
り

唯
々
旧
套
を
追
え
る
学
者
と
い
う
誹
を
注
ぐ
者
も
あ
ろ
う
。
然
し
、
正
し
く
見
る
者
は
釈
尊
法
華
経
を
説
き
、
天
台
大
師
こ
れ
を
挙
げ
、

妙
楽
大
師
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
宗
祖
大
士
こ
れ
を
用
い
、
隆
師
こ
れ
を
発
揮
せ
る
時
宜
応
現
の
佛
使
な
り
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
、
本
抄
述
作

に
つ
い
て

本
抄
述
作
の
時
処
に
つ
い
て
開
述
顕
本
宗
要
集

（以
下
宗
要
集
）
の
如
き
明
文
な
く
、
辛
う
じ
て
巻
末
近
く

記
者
既
に
六
十
九
な
れ
ば
廃
亡
の
義
こ
れ
あ
る
べ
し
悲
哉
々
々
・ム云
（弘
全
十
一
、
二
一
九
）

と
嘱
累
品
の
最
末
尾
に
あ
る
文
よ
り
細
々
と
推
測
す
る
よ
り
外
に
手
が
か
り
な
く
、
故
に
、
今
は
本
抄
の
脱
稿
の
時
期
よ
り
こ
れ
を
探
ぐ
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る
こ
と
に
す
る
。

１
、
本
抄
脱
稿
の
時
期

隆
師
の
六
十
九
才
は
享
徳
二
年

八
一
四
五
三
）
で
あ
つ
て
、
既
に
四
年
前
の
宝
徳
元
年
六
十
五
才
に
西
国
地
方
の
弘
通
を
敢
行
さ
れ
、

同
三
年
六
十
七
才
に
は
信
心
法
度
十
三
箇
条
の
法
制
を
布
き
、
享
徳
元
年
六
十
八
才
の
時
、
精
進
房
日
登
上
人
に
本
興
寺
を
付
さ
れ
た
翌

年
が
享
徳
二
年
の
六
十
九
才
で
あ
る
。

隆
師
が
百
十
二
帖
に
わ
た
る
膨
大
な
労
述
作
も
漸
く
法
華
経
中
の
本
門
八
品
の
終
り
嘱
累
品
の
筆
を
正
に
欄
こ
う
と
さ
れ
る
瞬
間
に
、

こ
の

「
記
者
既
に
六
十
九
一ム
一こ
　
の
筆
を
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
数
項
目

の
推
理
を
加
え
な
が
ら
述
作
の
時
処
を
尋
ね
た

い
。Ａ

、
本
抄
の
筆
を
染
め
始
め
ら
れ
た
頃
の
元
気
だ
つ
た
往
時
に
比
べ
、
現
在
の
眼
、
耳
の
衰
え
、
而
し
て
六
十
九
才
と
い
う
老
年
期
の

体
の
自
然
の
衰
え
を
感
じ
ら
れ
た
時
、
思
わ
ず
知
ら
ず
発
す
る
自
然
の
言
葉
が
筆
に
残
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

Ｂ
、
人
間
が
自
分
の
年
を
思
い
歎
声
と
も
つ
か
な
い
声
を
漏
し
た
く
な
る
季
節
は
、
第

一
に
晩
秋
、
第
二
に
正
月
、
第
二
に
年
の
暮
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
隆
師
が
本
抄
の
次
に
早
速
宗
要
集
六
十
六
巻
の
執
筆
に
か
か
つ
て
お
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

「
わ
し
も
既
に

六
十
九
才
に
な
つ
た
か
、
未
だ
多
く
の
仕
事
を
か
か
え
て
お
る
の
に
…
…
」
と
い
う

「記
者
既
に
六
十
九
一〓一こ

の
言
葉
は
、
後
述

す
る
こ
と
と
思
い
合
せ
る
と
正
月
頃
に
書
か
れ
た
歎
声
で
あ
ろ
う
か
、

Ｃ
、
隆
師
が
本
抄
述
作
中
、
最
も
力
を
入
れ
ら
れ
た
の
は
何
ん
と
い
つ
て
も
法
華
経
中
の
本
門
八
品
で
あ
る
こ
と
は
、
本
抄
全
帖
が
常

に
八
品
に
し
ぼ
ら
れ
、
就
中
、
序
正
流
通
の
三
説
中
の
流
通
で
あ
る
。
故
に
八
品
の
終
り
嘱
累
品
の
説
明
が
終
れ
ば

一
応
ほ
つ
と

さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
本
抄
に
も
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上
行
の
身
業
三
摩
の
付
嘱
と
、
八
品
相
続
い
て
相
離
れ
ず
、
故
に
嘱
累
品
経
中
に
あ
り
と
云
う
実
義
顕
る
れ
ば
、
余
の
義
は
物

の
数
に
あ
ら
ず
。
学
者
能
々
心
に
染
め
て
沙
汰
す
べ
き
な
り

（私
略
）
記
者
既
に
六
十
九
な
れ
ば
廃
亡
の
義
こ
れ
あ
る
べ
し
悲

哉
々
七
ｆ

と
存
道
両
師
の
口
伝
を
引
用
し
て

「余
の
義
は
物
の
数
に
あ
ら
ず
」
と
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
の
が
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

Ｄ
、
こ
の
よ
う
に
本
抄
の
終
り
が
近
ず
い
た
こ
と
を
告
げ
る
言
葉
と
し
て
全
帖
を
眺
め
る
と
、

全
帖
百
十
三
帖
の
う
ち

「記
者
既
に
六
十
九
Ｊ
こ

の
言
葉
は
、
第
百
四
帖
末
尾
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
全
帖
の
九
十
二
パ
ー
セ
ン
ト

に
わ
た
り
全
帖
の
大
部
分
を
占
め
て
お
る
。
残
り
の
薬
王
品
の
第
百
五
帖
よ
り
終
り
ま
で
は
九
帖
し
か
残
つ
て
い
な
い
。
述
作
の

全
帖
よ
り
判
断
し
て
も
こ
の
言
葉
は
本
抄
の
終
末
近
き
を
告
げ
る
言
葉
で
あ
る
。

Ｅ
、
次
に
宗
要
集
六
十
六
巻
の

「享
徳
二
年
八
月
下
旬
よ
り
宗
要
を
書
き
初
む
る
な
り
記
者
六
十
九
」
の
言
葉
を
照
合
す
る
と
、
本
抄

の
記
者
既
に
六
十
九
の
年
と
全
く
同
じ
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
本
抄
の
脱
稿
と
同
時
に
宗
要
集
が
起
稿
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち

六
十
九
才
の
八
月
下
旬
迄
に
本
抄
が
脱
稿
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

以
上
数
項
目
に
わ
た
つ
て
勘
考
を
め
ぐ
ら
せ
た
の
で
あ
る
が
、
か
の
宗
要
集
が
脱
稿
の
年
月
を

「康
正
三
年
十

一
月
」
と
文
中
に
明
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
抄
に
も
明
文
が
あ
れ
ば
脱
稿
を
正
確
に
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
宗
要
集
の
起
稿
の
年
月
と
、
本
抄
の

「記

者
既
に
六
十
九
一広一こ

の
両
者
と
を
関
係
ず
け
、
本
抄
の
脱
稿
を
六
十
九
才
享
徳
二
年
の
中
頃
と
推
測
す
る
次
第
で
あ
る
。

２
　
本
抄
述
作
の
期
間

本
抄
述
作
に
要
し
た
期
間
に
つ
い
て
も
宗
要
集
の
如
き
明
記
な
く
此
れ
も
ま
た
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
宗
要
抄
六
十
六
巻
が
享
徳
二

年
八
月
下
旬
か
ら
康
正
二
年
十

一
月
ま
で
の
三
年
三
カ
月
を
要
し
た
こ
と
と
勘
校
す
る
と
、
逢
か
に
大
部
な
る
本
抄
は
恐
ら
く
そ
の
倍
以
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上
の
年
数
を
必
要
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

且
つ
本
抄
中
、
所
々
に

「存
道
両
師
の
抑
せ
」
と
か

「
口
伝
」

「宗
義
」
等
々
、　
一
一
克
明
に
挙
げ
て
注
釈
を
加
え
て
お
ら
れ
る
点
、

か
の
宗
要
集
に
引
用
さ
れ
た

「存
道
両
師
の
仰
せ
」
と
の
数
に
於
い
て
比
較
に
な
ら
な
い
程
多
く
、
宗
要
集
の
ほ
と
ん
ど
が

「天
台
宗
の

義
」
と

「当
宗
の
義
」
と
云
つ
た
比
較
の
文
体
に
ま
と
め
、
極
め
て
軽
妙
な
達
意
的
文
章
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
点
等
と
比
較
し
て
も
、

本
抄
は
他
の
諸
述
作
よ
り
甚
だ
多
く
の
時
間
と
、
労
力
を
要
し
た

一
大
著
述
で
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
と
思
う
。

３
、
本
抄
述
作
の
場
所

開
述
顕
本
宗
要
集
の
如
く

「尼
崎
本
興
寺
七
十

一
歳
述
記
」
と
明
記
さ
れ
て
あ
れ
ば
判
然
と
す
る
が
、
本
抄
に
は
全
然
こ
の
よ
う
な
記

述
が
な
い
。
然
し
、
隆
師
は
永
享
元
年

（
一
四
二
五
）
四
十
五
才
の
時
、
尼
崎
本
興
寺
に
勧
学
院
を
開
設
さ
れ
て
お
ら
れ
る
（隆
伝
）
そ
の

後
と
雖
も
六
十
才
の
時

「本
能
寺
大
衆
信
心
之
諫
三
箇
条
」
な
ど
の
法
度
類
を
出
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
推
察
し
て
も
京
都
と
尼
崎

間
を
常
に
往
還
し
て
お
ら
れ
た
と
思
う
が
、
私
の
推
察
で
は
尼
崎
の
方
に
多
く
住
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
な
ん
と
な

れ
ば
、
当
時
は
室
町
幕
府
の
足
利
義
教
、
義
政
等
の
悪
政
か
ら
京
都
市
中
は
物
情
騒
然
た
る
気
配
が
た
だ
よ
い
、
隆
師
五
十

一
才
の
頃
に

は
京
都
市
中
に
大
火
が
起
り

一
萬
余
戸
が
焼
失
し
、
五
十
七
才
の
時
に
は
足
利
義
教
が
刺
殺
さ
れ
て
天
下
騒
然
と
し
、
下
剋
上
の
風
潮
は

び
こ
り
、
人
心
は
額
廃
し
、
比
叡
山
等
の
暴
圧
後
を
絶
た
ず
、
静
か
に
著
述
に
専
念
で
き
る
環
境
を
京
都
に
求
め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

で
あ
つ
た
。
故
に
、
隆
師
は
都
塵
を
離
れ
、
部
び
た
静
寂
の
地
を
尼
崎
に
求
め
本
興
寺
の
御
文
庫
堂
を
以
つ
て
本
抄
述
作
の
場
所
に
あ
て

ら
れ
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
且
つ
本
抄
中
に

働
て
本
興
寺
流
口
伝
に
…

‐…
…
…
…

（隆
全
一
、
一
四
四
）

本
興
寺
流
自
作
の
諸
聖
教
な
り
…
…

（同
一
、
壬

一八
）
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次
に
本
興
寺
の
流
義
に
は

（同
九
、
六
九
〇
）

尼
崎
本
興
寺
で
述
作
あ
そ
ば
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
言
葉
が
随
所
に
散
見
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
尼
崎
門
流
云
云
等
が
あ
り
、

三
、
本
抄

の
大
意

百
十
三
帖
に
亘
る
本
抄
の
大
意
を
全
文
に
わ
た
つ
て
求
め
、
漸
く
隆
師
が
若
き
頃
か
ら
の
折
伏
弘
通
を
止
め
、
同
我
の
後
哲
が
為
め
に

晩
年
を
文
庫
堂
に
引
き
こ
も
り
著
述
に
専
念
さ
れ
た
主
旨
が
、
本
門
八
品
上
行
要
付

・
総
名
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
、
釈
尊
出
世
の
本
懐
た

る
こ
と
を
顕
説
す
る
に
あ
つ
た
こ
と
を
知
る
。
而
し
て
本
抄
の
大
意
も
、
そ
の
主
旨
の
顕
説
に
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
い
ま
全
帖

よ
り
本
抄
の
大
意
を
求
め
る
こ
と
を
止
め
日
隆
聖
人
全
集
の
第

一
巻
四
五
―
四
七
頁
の
文
が
端
的
に
此
れ
を
表
わ
す
の
で
、
左
記
に
引
用

し
本
抄
の
大
意
に
代
え
た
い
と
思
う
。

宗
義
に
云
く
、
今
経
の
大
意
と
は
本
よ
り
述
を
垂
れ
、
述
に
依
て
本
を
顕
わ
し
、
上
行
を
召
し
て
八
品
を
説
て
本
地
の
妙
法
蓮
華
経
を

付
し
、
末
代
下
種
の
唱
導
を
譲
り
、
教
弥
実
位
弥
下
の
易
行
を
立
つ
る
事
、
釈
尊
出
世
の
本
懐
な
り
。

所
以
に
教
主
釈
尊
五
百
塵
点
の
当
初
、
本
時
の
娑
婆
界
事
の
常
寂
光
を
以
て
所
居
の
本
土
と
為
し
、
本
因
本
果
の
成
道
を
唱
へ
十
法
界

の
地
涌
を
以
て
所
化
と
為
し
、
法
雨
常
恒
の
下
種
を
成
ず
る
な
り
。
本
因
果
国
依
正
三
千
の
妙
法
蓮
華
経
を
円
満
し
て
、
雅
て
上
行
に

付
し
本
涅
槃
妙
の
滅
後
唱
導
に
定
め
己
て
、
滅
後
の
一
切
衆
生
を
ば
上
行
を
以
て
之
を
化
せ
し
む
。

然
る
に
衆
生
の
根
機
萬
差
な
れ
ば
本
を
退
け
て
述
を
取
る
。
此
の
故
に
従
本
垂
述
し
て
大
通
王
子
の
妙
因
に
酬
て
今
日
寂
場
述
佛
果
上

の
成
道
を
唱
う
。
華
厳
別
円
頓
大
の
法
門
を
ば
四
大
士
に
加
し
て
之
を
説
か
し
む
。
釈
尊
は
三
七
日
の
間
滅
後
の
衆
生
を
哀
慇
し
て
本

門
上
行
要
付
を
擬
宜
す
と
云
え
ど
も
、
佛
日
先
に
高
山
を
照
し
、
在
世
二
五
七
九
に
対
し
て
四
味
の
諸
経
を
説
て
機
を
し
て
調
熟
せ
し
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め
、
方
便
し
て
今
経
述
門
の
十
如
実
相
の
妙
理
を
示
し
、
諸
の
衆
生
を
し
て
開
示
悟
入
佛
之
知
見
の
脱
益
を
得
じ
め
て
十
界
皆
成
の
素

懐
を
遂
ぐ
る
な
り
。
経
に
云
く
諸
法
実
相
乃
至
唯
次

一
大
事
因
縁
故
出
現
於
世
と
云
え
り
。

然
り
と
雖
も
発
述
顕
本
せ
ざ
れ
ば
真
の
一
念
三
千
十
如
実
相
も
顕
れ
ず
、
二
五
七
九
の
脱
益
も
定
ま
ら
ざ
る
間
、
本
門
に
至
て
廃
述
立

本
し
て
本
因
本
果
本
国
土
依
正
互
融
三
千
本
地
甚
深
の
妙
法
蓮
華
経
を
顕
わ
し
て
、
述
中
の
二
五
七
九
は
本
因
妙
上
行
体
内

に
帰

入

し
、
述
中
の
諸
佛
は
本
果
釈
尊
の
唯

一
佛
身
に
還
入
せ
り
。

而
も
本
因
妙
を
以
て
面
と
為
し
、
本
果
妙
を
以
て
裏
と
為
し
て
本
佛
行
因
の
事
の
三
千
妙
法
蓮
華
経
を
成
じ
、
教
弥
実
位
弥
下
の
易
行

を
顕
わ
し
己
て
、
本
門
八
品
を
説
い
て
上
行
を
召
し
て
久
遠
本
因
妙
総
在
の
妙
法
蓮
華
経
を
付
し
、
滅
後
末
法
の
唱
導
と
定
め
た
る
こ

と
前
三
後
三
の
六
釈
明
鏡
な
り
。

働
て
、
涌
出
品
に
上
行
等
を
召
し
て
要
法
を
付
す
べ
き
事
を
約
束
し
て
、
寿
量
品
に
所
付
の
妙
法
蓮
華
経
を
説
き
顕
わ
し
、
分
別
品
に

在
世
の
機
は
之
を
聞
い
て
横
に
脱
益
を
得
た
り
、
所
間
の
法
に
従
え
ば
上
行
要
付
の
益
な
り
。
随
つ
て
四
信
五
品
を
説
い
て
本
門
流
通

の
本
因
本
果
を
定
め
一
念
信
解
初
随
喜
の
功
徳
を
随
喜
品
に
之
を
明
し
、　
一
念
信
解
は
即
ち
是
れ
本
門
立
行
の
首
め
と
云
え
る
是
れ
な

い
ソ

。

次
に
法
師
功
徳
品
に
流
通
の
果
妙
を
明
し
、
不
軽
品
に
其
の
証
人
を
出
し
、
神
力
品
に
以
要
言
之
と
ｊ
ム、
要
法
を
以
て
上
行
に
譲
り
。

嘱
累
品
に
し
て
上
行
の
頂
き
を
三
摩
し
要
法
を
以
て
之
を
付
す
。
其
の
時
機
を
ば
末
法
と
定
め
、
其
の
行
者
の
位
を
ば
名
字
信
位
と
定

め
、
末
代
の
凡
夫
悪
人
は

一
念
の
信
心
を
以
て
経
力
に
依
り
、
浄
土
に
至
ら
ん
事
疑
う
可
ら
ざ
る
な
り
。
経
に
云
く
我
が
滅
度
の
後
に

於
て
斯
の
経
を
受
持
す
べ
し
、
是
の
人
佛
道
に
於
て
決
定
し
て
疑
い
有
る
こ
り
無
し
と
。
是
れ
本
門
弘
経
の
大
意
な
り
。

以
上
の
如
く
隆
師
自
か
ら
本
抄
の
大
意
を
顕
説
さ
れ
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
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四
、
本
抄
の
大
綱

本
抄
は
法
華
経

一
部
八
巻
二
十
八
品
に
わ
た
る
注
釈
を
百
十
三
帖
に
大
別
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
文
中
、
疏
と
称
せ
ら
れ
る
法
華
文
句

を
中
心
に
し
て
法
華
玄
義
、
摩
訂
止
観
の
三
大
部
お
よ
び
文
句
記
、
玄
義
釈
袋
、
止
観
輔
行
伝
弘
決
、
輔
正
記

（妙
楽
門
下
の
道
邊
）
補

注

（四
明
門
下
の
従
義
）
三
大
部
章
疏
七
面
相
承
口
決

（最
澄
）
五
百
間
論

（妙
楽
）
法
華
義
疏

（聖
徳
太
子
）
義
記

（法
雲
）
義
疏

（嘉
祥
）
玄
賛

（窺
基
）
三
大
部
伊
賀
抄

（祐
朝
）
三
大
部
私
記

（証
真
）
顕
底
抄

（藻
原
日
海
）
三
百
帖

（？
）
そ
の
他
数
多
く
の
三

大
部
末
註
を
引
用
し
、
加
え
て
宗
祖
大
士
の
御
遺
文
を
処
々
に
配
し
、
更
に
世
親
の
法
華
論
、
お
ょ
び
添
品
法
華
経
、
正
法
華
経
ま
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。

然
し
、
本
抄
の
大
部
分
を
占
め
る
も
の
は
口
伝
と
宗
義
と
日
存
、
日
道
両
師
各
別
の
仰
せ
お
よ
び
両
師
を

一
つ
に
し
た
仰
せ
等
で
あ
つ

て
、
以
上
の
多
数
の
文
々
句
々
を
縦
横
に
駆
使
し
、
適
所
に
配
し
、
冗
長
を
避
け
、
要
を
好
み
、
中
古
天
台
本
述

一
致
の
邪
義
に
対
し
敢

然
と
し
て
斧
鉱
を
振
る
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
例
を
挙
げ
る
と

当
宗
の
宗
旨
に
闇
く
し
て
過
時
の
述
門
流
通
外
宜
の
玄
文
止
を
引
移
し
て
中
古
己
来
の
末
学
の
謬
解
を
加
え
し
も
の
な
り
Ｊ
只
弘
全
二
、

二
九
五
）

と
本
国
寺
日
聰
の
五
十
五
箇
条
の
中
古
天
台
理
ず
り
観
心
論
を
破
斥
し
さ
れ
て
い
る
。
次
に
本
抄
述
作
の
目
的
及
び
叙
述
形
態
に
つ
い
て

末
法
相
応
本
門
流
通
の
大
意
、
釈
名
、
入
文
、
判
釈
と
は
、
諸
御
抄
の
意
を
以
て
天
台
の
内
黎
を
照
せ
ば
本
門
密
意
の
玄
文
止
之
れ
有

り

（私
中
略
）
此
の
天
台
本
門
密
意
の
玄
文
止
は
、
時
機
既
に
末
代
な
る
故
に
教
弥
実
位
弥
下
し
て
教
相
は
二
五
下
種
五
味
主
な
り
、

観
心
の
重
は
本
因
妙
名
字
信
位
な
り
、
故
に
知
ぬ
日
蓮
宗
本
門
流
通
の
大
意
釈
名
入
文
判
釈
は
、
久
遠
の
佛
種
子
大
通
三
乗
の
下
種
滅
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後
末
法
の
下
種
を
顕
わ
し
て
弘
経
す
べ
き
な
り

（弘
全
一
、
四
四
）

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
末
代
わ
れ
ら
弘
経
の
指
針
を
法
華
経

一
部
に
わ
た
つ
て
、
各
品
ご
と
に
大
意

（来
意
）
釈
名
入
文
判

釈
の
順
に
よ
つ
て
、
先
述
の
如
き
文
々
句
々
を
以
て
最
上
の
法
華
経
の
註
釈
書
を
述
作
さ
れ
た
も
の
が
本
抄
で
あ
る
。

以
下
、
各
帖
を
追
う
て
そ
の
大
綱
を
略
述
し
た
い
が
紙
数
の
関
係
か
ら
、
日
隆
聖
人
全
集

（本
門
弘
経
抄
篇
）
十

一
巻
の
各
巻
に
つ
い

て
小
概
を
述

べ
此
に
代
え
る
こ
と
に
す
る
。

第

一
巻
に
は
　
　
本
抄
に
述

べ
ん
と
す
る
大
意
を
略
述
し
、
正
像
建
立
の
諸
宗
は
謗
法
と
な
り
、
末
法
本
門
法
華
宗
の
み
正
法
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
、
如
説
修
行
本
述
流
通
の
二
門
不
同
な
る
所
以
が
述

べ
ら
れ
て
あ
る
。
ま
た
妙
法
蓮
華
経
の
本
述
不
同
に
つ
い
て
述

べ
、

日
蓮
大
士
を
以
て
日
本
国
の
主
師
親
と
為
し
、
日
本
国
家
の
祈
薦
は
必
ず
本
門
の
経
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
き
、

本

述

五
重

玄
、
待
絶
二
妙
に
つ
い
て
詳
説
し
、
本
述
の
十
妙
、
本
述
の
六
島
、
妙
法
蓮
華
経
の
経
釈
、
信
行
法
行
の
観
心
、
四
要
品
由
来
の
事
、

序
正
流
通
の
三
段
、
四
種
釈
等
々
の
事
に
つ
い
て
第

一
帖
よ
り
第
十
帖
の
間
に
亘
つ
て
収
め
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

当
巻
に
は
有
名
な

「幸
な
る
哉
、
蓮
祖
の
門
弟
に
列
つ
て
宿
習
を
十
万
億
の
佛
供
に
同
じ
、
滅
を
安
明
の
福
に
等
し
う
し
経
力
自
在
の

妙
法
を
信
ず
」
（一ハ
七
）
と
の
本
門
八
品
の
題
目
を
唱
う
る
宗
門
に
居
る
こ
と
を
喜
ぶ
文
や
、
宗
祖
身
延
入
山
は
折
伏
が
家
の
摂
受
を
行

じ
給
う
姿

（
〓
三

）
で
あ
る
と
の
文
や
、
本
門
宗
要
集
は
謀
書
な
り

（三
六
じ

や
、
創
価
学
会
金
科
玉
条
の
祖
書
た
る
三
大
秘
法
抄

を
ば謀

実
の
事
未
定
な
り
。
去
り
乍
文
体
に
付
て
不
審
繁
多
な
り
。
能
々
之
を
明
ら
む
べ
し
メ
ム
当
宗
の
大
意
と
し
て
仔
細
無
し
と
雖
も

文
釈
取
り
合
わ
し
て
不
足
な
り
。
働
て
本
門
の
本
尊
と
し
て
証
文
経
文
解
釈
既
に
大
部
御
抄
の
大
旨
に
違
う
な
り
。
次
に

一
念
三
千

証
文
の
事
御
抄
の
文
を
引
く
と
雖
も
其
の
得
意
と
し
て
作
り
様
は
大
に
別
事
な
り
。
能
々
之
を
見
る
べ
し
一ム
云
（五
五
じ
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と
謀
書
未
定
と
云
い
な
が
ら
後
世
偽
作
の
遺
文
で
あ
る
と
申
さ
れ
て
い
る
点
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
御
発
言
で
あ
る
。

第
二
巻
に
は
　
　
羅
什
訳
の
妙
法
蓮
華
経
が
六
訳
の
中
で
最
勝
な
る
所
以
を
述
べ
お
わ
つ
て
、
序
品
第

一
の
通
序
の
注
釈
が
第
十

一
よ
り

二
十
帖
に
亘
つ
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
当
巻
の
初
め
頃
に

尋
ね
て
云
く
、　
一
経
の
初
め
の
如
是
我
間
は
阿
難
の
私
言
な
り
と
云
う
べ
し
や

答
、
釈
尊
の
御
言
な
り
。
其
の
故
は
如
是
と
は
所
詮
の
法
体
な
り
。
我
聞
と
は
能
間
の
人
な
り
是
れ
阿
難
な
り

（一一一〇

等
と
あ
つ
て
、
釈
尊
入
涅
槃
の
硼
り
阿
難
が
佛
の
滅
後
に
は

一
切
経
の
初
め
の
字
は
ど
ん
な
字
を
置
い
た
ら
よ
い
か
と
云
う
質
問
に
対

し
て
、
佛
が
如
是
我
間
と
置
く
べ
し
と
答
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
か
さ
れ
、
如
是
に
つ
い
て
種
々
註
釈
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

法
華
経
は
現
在
に
あ
り
て
は
聖
道
門
に
似
た
れ
ど
も
、
過
去
に
還
り
二
五
下
種
に
還
れ
ば
易
行
な
り

（
三
ハ
五
）

と
釈
さ
れ
て

此
の
辺
を
法
然
聖
人
聖
道
門
に
属
し
て
謗
法
と
成
る
な
り
、
之
を
秘
す
べ
し
之
を
秘
す
べ
し

と
法
然
聖
人
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
、
経
力
信
力
の
徳
に
つ
い
て

妙
法
蓮
華
経
の
体
内
に
不
生
殺
賊
応
供
の
三
徳
あ
り
。
故
に
妙
法
を
唱
信
す
れ
ば
自
然
に
我
等
不
生
殺
賊
応
供
と
成
る
な
り
。
是
れ

経
力
信
力
の
徳
な
り

（
一
一ハ
九
）

と
唱
信
す
る
利
益
を
明
か
し
、
三
光
天
子
に
つ
い
て
は

釈
尊
を
以
て
三
光
の
本
地
を
論
ず
る
は
在
世
正
宗
の
意
な
り
。
上
行
を
以
て
三
光
の
本
地
を
論
ず
る
は
本
門
八
品
の
意
な
り
。
是
れ

滅
後
流
通
の
意
な
り

（四
八
八
）

と
二
光
天
子
の
本
地
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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第
二
巻
に
は
　
　
序
品
の
別
序
に
つ
い
て
第
二
十

一
よ
り
二
十
四
帖
の
間
に
述

べ
お
わ
り
、
第
二
十
五
帖
よ
り
二
十

一
帖
ま
で
に
方
便
品

の
三
分
の

一
を
詳
説
し
、
そ
の
文
中

日
蓮
宗
と
し
て
本
述

一
致
を
以
て
宗
旨
と
為
す
と
云
つ
て
混
じ
て
述
門
有
得
道
の
義
を
論
ず
る
は
謗
法
な
り

（私
中
略
）
六
条
本
国

寺
住
持
日
聰
五
十
五
箇
条
抄
を
造
り
、
宗
章
に
は
本
述
に
勝
劣
あ
れ
ど
も
体
章
に
は
勝
劣
な
し
と
建
立
し
て

（私
中
略
）
結
局
体
章

を
以
て
宗
要
と
為
し
、
止
観
に
同
じ
本
述
不
思
議

一
を
以
て
当
宗
の
宗
旨
と
為
し
て
五
十
五
箇
条
抄
を
造
る
は
謗
法
な
り
。
此
の
抄

を
見
れ
ば
疑
な
く
当
宗
の
宗
旨
に
開
く
し
て
…
…
含
一空
二
―
三
五
五
）

と
京
都
本
国
寺
日
聰
の
邪
義
を
破
折
し
、
而
し
て
方
便
品
十
如
実
相
の
境
妙
の
開
述
顕
本
を
明
か
し
て
い
る
。

第
四
巻
に
は
　
　
方
便
品
の
残
り
を
第
二
十
二
よ
り
三
十
三
帖
に
詳
説
し

故
に
二
五
下
種
の
智
も
信
行
の
智
な
り
、
三
世
諸
佛
根
本
の
種
子
な
り

（五
五
）

と
述

べ
終
り
、
第
二
十
四
帖
よ
り
三
十
九
帖
に
亘
つ
て
警
喩
品
を
釈
し
、
第
二
十
九
よ
り
四
十

一
帖
ま
で
に
信
解
品
の
前
半
を
詳
説
し

て
い
る
。

ま
た
当
巻
に
は
、
し
ば
し
ば
青
蓮
坊
日
中
創
立
に
か
か
わ
る
洛
陽
妙
行
寺
日
法
の
謗
法
を
挙
げ
て
、
佛
法
の
大
怨
讐
な
り
と
極
言
し

て
い
る
こ
と
が
目
立
つ
。

第
五
巻
に
は
　
　
第
四
十
二
よ
り
三
帖
の
間
に
信
解
品
の
残
り
を
釈
し
、
第
四
十
三
よ
り
六
帖
の
間
に
薬
草
喩
品
を
釈
し
、
第
四
十
七
帖

に
授
記
品
を
、
第
四
十
八
よ
り
五
十
二
帖
の
間
に
化
城
喩
品
の
大
半
を
釈
さ
れ
て
い
る
。

而
し
て
本
述

一
致
に
つ
い
て

諸
流
は
当
宗
の
諸
御
抄
無
案
内
に
し
て
自
宗
の
深
義
を
弁
ぜ
ざ
る
間
、
本
門
八
品
の
上
の
宗
旨
に
闇
く
し
て
信
行
の
教
観
に
迷
い
、
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自
宗
の
観
心
の
重
に
本
述

一
致
と
云
う
は
、
天
下
第

一
の
大
僻
見
な
り

（杢
こ

と
当
時
の
日
蓮
門
下
各
派
の
不
勉
強
を
難
じ
、
そ
の
誤
り
を
天
下
第

一
の
大
僻
見
と
き
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
六
巻
に
は
　
　
第
五
十
三
帖
に
化
城
喩
品
の
残
り
、
第
五
十
四
よ
り
六
帖
に
五
百
弟
子
授
記
品
、
第
五
十
七
帖
に
授
学
無
学
人
記
品
、

第
五
十
八
よ
り
六
十

一
帖
に
法
師
品
、
第
六
十
二
帖
よ
り
三
帖
に
見
宝
塔
品
を
釈
さ
れ
て
い
る
。

当
巻
に
し
ば
′
ヽ
法
然
聖
人
の
謗
法
を

「
口
伝
に
云
く
二
五
下
種
は
過
去
法
華
経
の
流
通
な
り
、
法
然
聖
人
之
に
迷
い
謗
者
と
な
る
な

り
Ｆ
ム」
２
０
一Ｃ
と
破
斥
し
、
ま
た
京
都
妙
覚
寺
の
真
如
日
住
の
本
述

一
致
を

「
此
の
宗
旨
を
知
ら
ざ
る
諸
門
流
は
、
名
は
日
蓮
宗
、

法
門
は
天
台
宗
な
り
、
故
に
京
都
に
真
如
院
と
云
あ
り
。　
本
述

一
致
の
法
華
宗
な
り
。

其
の
語
に
云
く
、　
在
世
は
法
華
、　
滅
後
は
止

観
一ム一こ
　
（七
八
）
と
述
べ

「此
の
語
法
然
聖
人
の
意
な
り
」

（同
）

と
中
古
天
台
理
ず
り

一
致
教
学
を
浄
土
宗
と
同
様
な
線
に
引
き
さ

げ
て
破
斥
し
て
い
る
。

ま
た
当
巻
に

「
云
日
の
説
と
教
と
文
と
前
十
四
品
に
之
れ
あ
り
や
、
全
く
之
れ
な
し
、
但
し
本
門
八
品
に
説
き
顕
し
云
い
出
す
故
に
、

云
口
に
八
品
あ
り
、
故
に
本
門
は
勝
れ
述
門
は
劣
る
る
な
り
」

（壬

一五
）

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
株
橋
先
生
に
お
尋
ね
す
る
と
、
云
口
と
は
本
門
八
品
上
行
所
伝
本
因
下
種
之
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
口
で
云

う
能
説
の
根
拠
と
い
う
義
で
あ
る
と
御
教
示
下
さ
つ
た
。

ま
た
各
巻
に
も
あ
る
が
当
巻
に
も

「此
の
法
門
心
中
に
染
め
て
初
心
の
者
に
向
つ
て
云
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
云
う
箇
所
が
多
く
あ

宏
り
。

第
七
巻
に
は
　
　
第
六
十
四
よ
り
六
帖
に
提
婆
品
、第
六
十
七
帖
に
勧
持
品
、第
六
十
八
よ
り
七
十
二
帖
に
安
楽
行
品
を
釈
さ
れ
て
い
る
。

当
巻
に
は
、
世
に
流
布
す
る
提
婆
品
は
羅
什
の
所
訳
か
と
設
問
し

「答
、
計
り
難
し
と
雖
も
什
公
の
所
訳
な
る
べ
き
欺
と
答
え
申
す
べ
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し
」

Ｔ
三
）
と
注
目
す
べ
き
説
明
が
あ
り
、
提
婆
品
に
は
玄
、
文
、
止
、
弘
、
記
、
疏
の
引
文
が
非
常
に
多
く
、
就
中

「
竜
女
海
中

に
て
初
め
て
妙
法
を
聞
い
て
蛇
畜
の
当
体
を
動
ぜ
ず
…
…
」

（
一
〇
九
）
と
女
人
成
佛
の
真
諦
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

第
八
巻
に
は
　
　
第
七
十
三
よ
り
六
帖
に
涌
出
品
と
、
第
七
十
七
よ
り
八
十
一
帖
に
寿
量
品
の
前
半
を
釈
さ
れ
て
い
る
。

就
中
、
法
華
宗
の
法
門
の
立
て
方
に
つ
い
て
、

私
に
云
く
当
流
の
法
門
は
更
に
私
し
無
し
、
諸
御
抄
の
眼
を
以
て
玄
文
止
の
裏
の
天
台
内
堕
を
取
つ
て

一
味
せ
し
め
、
御
抄
本
書
を

以
て
之
を
記
す
。
殊
に
当
品
以
下
八
品
の
宗
旨
本
尊
の
大
事
を
ば
観
心
本
尊
抄
の
中
よ
り
末
ま
で
に
委
悉
に
之
を
判
ぜ
り
。
法
華
取

要
抄
之
に
同
じ
ｊ
ム
（五
こ

と
明
記
さ
れ
、
当
宗
唯
受

一
人
の
秘
伝
を

真
実
の
妙
法
蓮
華
経
と
、　
一
念
信
解
の
信
行
と
は
、
寿
量
品
の

「我
本
行
菩
薩
道
所
成
寿
命
」
の
一
文
よ
り
出
で
た
り
、
故
に
諸
御

抄
に
事
の
三
千
を
本
因
本
果
を
以
て
結
成
し
て
、　
一
念
三
千
を
以
て
妙
法
蓮
華
経
に
暴
み
、
日
本
国
の
在
家
道
俗
貴
賤
に
但

一
向
に

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
さ
せ
玉
う
こ
と
、
寿
量
品
の
本
因
妙
信
行
の
三
千
の
妙
法
よ
り
出
で
た
り
。
故
に
諸
御
書
に
本
門
寿
量
品

の
妙
法
蓮
華
経
と
遊
ば
さ
る
る
は
此
の
意
な
り
、

此
の
本
因
妙
名
字
信
行
の
妙
法
蓮
華
経
を
八
品
の
間
に
上
行
に
付
す
。
故
に
八
品
の
総
体
を
本
因
妙
名
字
信
行
の
立
行
と
は
云
う
な

い
＝
ノ
。

此
の
こ
と
観
心
本
尊
抄
、
太
田
抄
、
開
目
抄
等
を
拝
見
し
て
心
腑
に
染
む
べ
し
、
此
等
の
法
門
は
当
流
唯
授

一
人
の
秘
伝
な
り
、
敢

て
日
外
す
べ
か
ら
ず
一ム云
２

五
四
）

と
総
別
の
関
係
を
明
示
さ
れ
、
更
に
隆
師
が
再
々
強
調
す
る
佛
身
観
に
つ
い
て
の
自
信
の
程
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
文
と
し
て
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此
の
報
身
の
久
遠
成
道
の
こ
と
、
自
他
宗
共
に
誤
り
多
き
故
に
重
々
上
件
に
之
を
記
す
。
笑
う
べ
か
ら
ず
、
笑
う
べ
か
ら
ず

（五
五

七
）

と
述

べ
ら
れ
、
中
古
天
台
ず
り
に
な
る
問
題
の
参
考
書
を
挙
げ
て

悲
哉
、
天
台
宗
中
古
よ
り
学
者
等
、
二
八
帖
、
口
伝
抄
、
義
科
、
宗
要
集
等
の
諸
聖
教
の
口
伝
に

（私
中
略
）
口
伝
し
て
、
此
の
本

門
よ
り
止
観
勝
れ
た
り
と
云

つ
て

（一ハ
○
こ

謗
法
が
天
下
に
満

つ
る
の
だ
と
破
さ
れ
て
お
り
、
主
と
し
て
当
巻
の
大
部
分
に
三
身
の
説
明
を
詳
細
に
わ
た
つ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

第
九
巻
に
は
　
　
第
八
十
二
よ
り
九
帖
に
寿
量
品
の
残
り
と
、
第
九
十
よ
り
同

一
帖
に
分
別
功
徳
品
の
前
半
を
釈
さ
れ
て
い
る
。

当
巻
に
は
、
十
重
顕
本
の

一
々
を
諸
御
抄
と
照
合
し
て
説
明
し
、
本
門
の
十
妙
の

一
妙
ご
と
に
こ
れ
を
説
明
し
、
得
益
物
を
論
じ
、
本

述
実
相
同
異
の
事
に
わ
た
り
、
本
因
本
果
本
国
土
の
三
妙
を
論
じ
、
分
別
功
徳
品
の
四
信
五
品
を
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

就
中
、
わ
れ
′
ヽ

の
信
行
観
心
の
時
国
を
釈
さ
れ

所
住
の
国
土
と
は
、
観
心
本
尊
抄
に
本
時
娑
婆
世
界
常
住
浄
土
と
釈
し
玉
え
る
本
国
土
妙
は
三
国
殊
に
日
本
国
な
り
ｊ
ム、
　
其
の
時

と
は
、
総
じ
て
は
正
像
末
、
別
し
て
は
末
法
な
り

（一一一〇
一〇

而
し
て
そ
の
説
明
を

本
因
妙
名
字
凡
位
の
釈
尊
の
己
前
に
前
佛
の
出
世
あ
り
、
其
の
前
佛
に
又
本
の
十
妙
の
如
く
自
行
の
因
果
、
化
他
の
能

所

こ
れ

あ

り
、
自
行
円
満
の
後
の
化
他
の
能
所
の
時
、
本
涅
槃
妙
を
唱
え
玉
う
。
其
の
滅
後
の
本
利
益
妙
の
末
法
の
時
、
釈
尊
我
れ
等
が
如
き

名
字
の
凡
人
に
し
て
本
因
妙
の
位
に
居
し
、
日
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
玉
う
な
り

と
、
釈
尊
因
位
の
修
行
の
形
態
を
明
し
、
そ
の
釈
尊
の
本
師
を
ば

法
華
宗
本
門
弘
経
抄
管
見

……107-―



法
華
宗
本
門
弘
経
抄
管
見

三
世
常
恒
に
滅
後
は
諸
方
共
に
上
行
周
辺
し
て
佛
種
を
下
す
故
に
、
其
の
時
も
上
行
な
り

と
説

い
て
、
そ
の
上
行
の
姿
を
ば
、

上
行
に
九
界
を
具
す
、
九
界
総
持
の
人
界
に
て
名
字
信
者
の
尊
形
な
り

と
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
而
し
て
無
始
無
終
の
五
百
塵
点
実
説
を
強
調
さ
れ
て

此
の
如
く
本
因
妙
の
其
の
前
の
前
佛
、
前
佛
、
前
佛
、
前
佛
と
尋
ね
数
う
れ
ば
、
余
り
に
無
窮
な
る
間
、　
一
箇
の
五
百
塵
点
を
挙
げ

て
、　
一
箇
の
本
因
本
果
の
久
遠
を
挙
ぐ
る
な
り
、
実
に
過
去
の
過
去
、
遠
遠
の
遠
遠
に
し
て
、
無
始
久
遠
な
り
と
、
文
句
第

一
に
釈

し
玉
え
り

（私
中
略
）
此
く
の
如
く
心
得
れ
ば
、
三
世
諸
佛
道
同
し
て
佛
佛
の
在
世
は
熟
脱
な
り
、
滅
後
末
法
は
下
種

の
時

国

な

り
、
故
に
二
五
下
種
倶
に
滅
後
な
り
。
今
日
末
法
下
種
な
り
。
此
の
こ
と
当
宗
の

一
大
事
な
り
、
心
腑
に
染
む
べ
き
も
の
な
り
。

（三
〇
八
）

と
云
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
即
身
成
佛
に
つ
い
て
当
宗
と
真
言
宗
の
不
同
を
説
き
、
冥
益
に
つ
い
て
藻
原
日
海
の
顕
底
抄
を
難
じ
て
お
ら

れ

・
る
。

第
十
巻
に
は
　
　
第
九
十
二
よ
り
三
帖
に
分
別
功
徳
品
の
残
り
、
第
九
十
四
帖
に
随
喜
功
徳
品
、
第
九
十
五
よ
り
六
帖
に
法
師
功
徳
品
、

第
九
十
七
よ
り
八
帖
に
常
不
軽
菩
薩
品
、
第
九
十
九
よ
り
百

一
帖
に
如
来
神
力
品
の
半
分
を
釈
さ
れ
て
い
る
。

当
巻
に
は
、
四
信
五
品
の

一
々
に
つ
い
て
釈
さ
れ
、
本
門
円
戒
を
論
じ
信
戒
に
摂
折
を
分
別
さ
れ
て

此
の
信
心
の
戒
に
於
て
折
伏
の
意
あ
る
べ
し
、
自
身
の
信
戒
は
猶
ほ
摂
受
の
意
な
り
、
信
を
以
て
謗
者
に
勧
む
る
ほ
折
伏
の
信
戒
な

り
。
此
の
両
辺
の
中
に
は
摂
受
を
以
て
裏
に
置
き
、
折
伏
を
以
て
面
に
置
く
べ
し
、
此
の
両
辺
は
往
て
は

一
意
と
成
る
な
り

（
一
一

七
）
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と
云
わ
れ
て
第

一
義
戒
の
信
心
戒
の
あ
り
方
を
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

信
心
堅
固
の
信
戒
の
人
は
既
に
身
命
を
捨
つ
、
況
や
持
妻
肉
食
を
用
い
ん
や
、
此
の
両
事
は
信
心
弘
法
の
障
凝
と
成
る
故
に
禁
ず
べ

き
も
の
な
り
、

（私
中
略
）
態
と
女
肉
二
事
を
作
す
は
法
華
宗
の
法
度
な
り
大
法
な
り
と
云
う
は
大
僻
見
な
り
、
是
れ
無
智
邪
智
よ

り
起
る
こ
と
な
り

（
一
一
九
）

と
定
妻
力
食
等
を
ば
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
四
悉
壇
に
つ
い
て
詳
説
し
、
更
に
因
謗
堕
獄
な
お
得
益
あ
り
と
三
六
九
頁
に

此
の
逆
化
は
是
れ
独
り
本
門
流
通
の
沖
微
な
り

と
逆
即
是
順
の
所
以
を
明
し
。
ま
た
嘉
祥
の
義
疏
、
慈
恩
の
玄
賛
、
光
宅
の
疏
、
聖
徳
太
子
の
疏
等
の
誤
り
を
指
摘
し
て

元
よ
り
当
家
の
定
判
に
違
え
り
、
之
を
依
用
す
べ
か
ら
ず
一広云
曾
壱
三
）

と
云
わ
れ
、
ま
た

此
の
故
に
一
劫
の
間
佛
を
罵
る
よ
り
、
持
経
者
を
謗
る
其
の
罪
勝
る
る
な
り
、
此
の
法
門
初
心
の
者
に
対
し
て
日
外
す
べ
か
ら
ぎ
る

も
の
な
り
一〓云
曾
薯

四
）

と
懇
切
な
お
訓
し
が
あ
り
、
つ
い
で

「逆
即
是
順
」
の
成
佛
は
経
力
に
依
る

（里
量
Ｃ

こ
と
を
明
し
、　
十
神
力
を
説
き
、　
本
門
の
信

行
観
は
最
上
の
易
行
な
る
こ
と
を
説
い
て
法
然
聖
人
を
堕
獄
と
破
し
、

本
門
の
信
行
観
は
雨
前
述
門
に
分
絶
え
た
る
教
弥
実
位
弥
下
の
易
行
の
観
心
な
り
、　
法
然
聖
人
之
に
迷
う
故
に
堕
獄
と
云
う
な
り
云

一ム
（五
六
七
）

然
し
、
法
然
聖
人
が
浄
土
門
に
走
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
天
台
宗
が
過
時
の
絶
待
止
観
の
法
行
観
に
執
し
て
い
た
か
ら

法
華
宗
本
門
弘
経
抄
管
見
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故
に
法
然
聖
人
之
を
捨
て
て
念
佛
に
移
る
な
り
一ム云
（四
二
こ

と
、
浄
土
宗
建
立
に
つ
い
て
の
経
過
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

而
し
て
上
行
要
付
は
本
門
八
品
に
限
る
か
と
設
問
し

顕
の
辺
は
本
門
八
品
に
限
る
べ
し
、
然
る
に
冥
密
の
辺
は
御
抄
本
書
の
如
く
法
師
宝
塔
よ
り
上
行
要
付
の
密
表
こ
れ
あ

り

（
私
中

略
）
若
し
雨
ら
ば
十
如
実
相
の
処
よ
り
密
に
上
行
要
付
こ
れ
あ
り

（五
五
こ

と
答
］え
ら
れ

此
の
法
門
を
講
者
の
心
地
に
染
む
れ
ば
、
聞
く
に
功
徳
多
し
、
又
此
の
法
門
を
末
法
愚
人
の
正
機
に
云
え
ば
、
謗
法
を
起
し
て
時
機

相
応
せ
ざ
る
故
に
講
師
謗
法
と
成
る
、
相
構
え
て
相
構
え
て
初
心
の
者
に
向
つ
て
日
外
す
べ
か
ら
ず

（五
五
七
）

と
密
の
辺
の
日
外
を
誠
め
て
お
ら
れ
る
。
而
し
て
本
門
の
信
行
観
を
明
ら
か
に
し
て

末
代
初
心
の
行
者
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
豪
い
て
、
疑
わ
ず
信
敬
し
て
義
味
を
思
慮
せ
ざ
る
分
の
信
行
観
、
是
れ
宗
旨
な
り

（五
七

一一）

と
云
わ
れ
て
、
神
力
品
最
重
要
の
文
や
下
種
に
つ
い
て
種
々
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
十

一
巻
に
は
　
　
百
二
よ
り
三
帖
に
神
力
品
の
残
り
、
百
四
帖
に
属
累
品
、
百
五
よ
り
六
帖
に
薬
王
品
、
百
七
帖
に
妙
音
品
、
百
八
よ

り
九
帖
に
観
音
品
、
百
十
帖
に
陀
羅
尼
品
、
百
十

一
帖
に
妙
荘
厳
王
品
、
百
十
二
よ
り
三
帖
に
普
賢
品
を
釈
さ
れ
、
以
上
を
以
つ
て
本

門
弘
経
抄
百
十
三
帖
を
完
結
さ
れ
て
い
る
。

当
巻
に
は
、
初
め
に
本
門
円
戒
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
説
さ
れ
、
天
台
宗
は
属
累
品
を
当
宗
は
神
力
品
を
付
属
の
正
と
な
す
こ
と
を
明
さ

れ
、
ま
た
起
碁
の
こ
と
、
四
弘
誓
願
、
天
台
大
師
の
略
伝
等
に
お
よ
び
、
而
し
て
巻
末
に
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当
宗
は
此
の
義
に
共
許
し
て
広
学
多
間
を
好
む
べ
か
ら
ず
、
広
学
多
間
は
末
世
の
正
意
に
あ
ら
ず
、
末
世
の
正
意
は
広
略
を
捨
て
て

要
を
取
り
、
要
の
信
行
、
要
の
説
法
、
要
の
修
学
、
要
の
御
抄
本
書
、
要
の
論
義
な
り
、
末
世
は
最
極
の
初
心
始
行
な
り
、
広
学
を

示
せ
ば
還
つ
て
正
行
を
失
う

（八
二
こ

と
、
当
宗
の
人
の
勉
学
の
態
度
を
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
本
抄
各
巻
百
十
三
帖
の
粗
綱
略
述
を
終
る
が
、
此
れ
は
飽
迄
本
抄
未
見
聞
者
が
た
め
の
供
覧
で
あ
つ
て
、
各
所
に
多
く
問
題
を
抱

え
、
当
宗
最
極
の
重
要
教
義
を
含
み
、
末
開
鉱
の
宝
山
の
如
く
で
あ
り
、
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
宝
泉
の
如
く
で
あ
る
。
正
に
末
法
無
智
悪
人

の
我
等
即
身
の
成
佛
の
為
の
法
華
宗
教
義
聖
典
の
大
宝
庫
で
あ
る
。

五
、
本
抄
の
中
の
日
存
日
道
両
聖
人

本
抄
の
研
究
を
志
し
た
当
初
は
、
株
橋
先
生
の
御
助
言
に
従

つ
て
存
道
両
聖
人
の
各
教
義
体
係
を
探
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
な

ん
と
な
ら
ば
本
抄
の
ほ
と
ん
ど
を
覆
う
文
章
に
、
隆
師
の
諸
著
述
中
こ
れ
ほ
ど
判
然
と
、
且
つ
数
多
く
の
両
聖
人
の
仰
せ
を
収
め
た
も
の

が
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
生
が
両
聖
人
の
仰
せ
を

一
見
の
上
区
別
し
た
だ
け
で
も
日
存
聖
人
の
仰
せ
な
る
も
の
五
十
三
箇
所
、

日
道
聖
人
の
仰
せ
な
る
も
の
八
十
六
箇
所
、
両
師
の
仰
せ
と
両
聖
人
を
指
す
も
の

（
一
応
師
の
仰
せ
と
あ
る
分
も
含
め
る
）
三
十
三
箇
所

に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

而
し
て
此
の
両
聖
人
の
仰
せ
を
各
別
に
筆
記
し
比
較
し
て
い
く
う
ち
に
、
日
存
聖
人
は
宗
祖
の
遺
文
を
中
心
と
し
た
古
聖
人
の
宗
義
お

よ
び
口
伝
類
を
多
く
集
め
、
日
道
聖
人
は
三
大
部
を
中
心
と
し
た
中
国
、
印
度
等
の
経
釈
書
を
多
く
集
め
、
前
者
が
観
心
門
を
、
後
者
が

教
相
門
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
つ
た
。
然
し
結
局
両
聖
人
か
ら
は

。
そ
の
よ
う
な
判
然
と
し
た
も
の
を
、
小
生
が
非
力
な
る

法
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故
に
割
り
出
す
こ
と
が
出
来
ず
。
両
聖
人
に
は
区
別
で
き
る
よ
う
な
教
義
体
系
を
得
ず
じ
ま
い
に
終
つ
て
し
ま
い
今
後
に
研
究
の
継
続
を

残
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
技
葉
末
節
的
と
の
謗
り
を
覚
悟
で
本
抄
の
中
に
見
い
出
し
た
前
聖
人
の
事
に
つ
い
て
断
片
的
に
述

べ
て
お
き
た
い
。

１
、
隆
師
か
ら
の
市
聖
人
の
位
置
づ
け

日
蓮
大
士
御
出
世
己
後
に
約
せ
ば
恐
く
は
当
門
流
計
り
に
限
る
べ
き
な
り
。
働
て
自
開
悟
と
は
日
存
日
道
な
り
、
開
師
講
と
は
日
隆
等

の
諸
弟
子
な
り
、　
一
辺
記
と
は
本
興
寺
流
自
作
の
諸
聖
教
な
り

（
一
、
五
一一八
）

と
、　
一
に
佛
の
出
世
難
し
、
二
に
佛
是
を
説
く
こ
と
難
し
、
三
に
之
を
伝
訳
す
る
こ
と
難
し
、
四
に
自
ら
開
悟
す
る
難
し
、
五
に
師
の
講

を
聞
く
こ
と
難
し
、
六
に
一
辺
に
し
て
記
す
る
こ
と
難
し
。
と
の
法
華
文
句
記
の
六
難
を
釈
し
終
ら
ん
と
し
て
本
門
流
通
の
六
難

に
至

り
、
存
道
両
師
を
ば
第
四
の
自
開
悟
難
に
位
置
づ
け
さ
れ
た
こ
と
は
、
元
来
こ
の
第
四
は
天
台
大
師
の
自
解
佛
乗
の
行
徳
を
讃
歎
さ
れ
た

歎
行
文
で
あ
る
か
ら
、
存
道
両
聖
人
を
宗
祖
大
士
以
後
の
初
め
て
の
自
開
悟
の
人
と
し
て
、
本
門
八
品
上
行
所
伝
之
三
大
秘
法
を
自
開
悟

さ
れ
た
行
徳
を
歎
じ
て
第
四
の
自
開
悟
難
に
位
置
ず
け
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
隆
師
自
ら
は
、
第
五
の
開
師
講
難
に
お
か
れ

五
に

「師
の
講
を
聞
く
こ
と
難
し
」
と
は
記
の
一
に
云
く
五
六
自
幸
あ
り
己
を
省
み
二
〓。
　
又
云
く
自
省
と
云
え
る
こ
と
は
自
幸
に
て

聞
く
こ
と
を
得
た
り
、
己
に
輌
く
記
す
こ
と
を
兼
ね
た
り

（≡

〓
し

と
あ
る
如
く
、
隆
師
が
幸
い
に
も
存
道
両
聖
人
の
講
義
を
聞
き
、
こ
れ
を
筆
記
し
後
世
に
残
す
こ
と
が
で
き
た
位
置
に
お
か
れ
、
両
聖
人

を
自
分
の
師
匠
と
拝
が
れ
て
い
る
こ
と
を
六
難
の
事
を
借
り
て
申
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は

此
の
義
は
日
道
の
御
義
な
り

（隆
全
四
巻
杢

一七
）

古
日
道
聖
人
御
法
談
の
義
な
り

（同
　
八
巻
〓
一石
）
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日
存
聖
人
御
相
伝
に
云
く

（同
　
八
巻
一一一九
一じ

日
存
日
道
御
講
に
云
く

（同
　
十
一
巻
一一天

五
）

等
の
表
現
が
こ
れ
を
端
的
に
物
語
つ
て
い
る
。

２
、
両
聖
人
の
間
柄

隆
全
八
巻

一
六

一
頁
内
に

「
日
存
聖
人
仰
に
云
く
雨
前
述
門
…
…
」
と

「
日
道
仰
に
云
く
此
の
四
大
士
…
…
」
の
両
聖
人
の
御
義
が
引

用
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
聖
人
号
の
な
い
日
道
聖
人
の

「仰
に
云
く
」
が
あ
る
の
に
気
が
つ
き
、

「仰
に
云
く
」
類
を
し
ら
べ
る
と
、
日

道
聖
人
に
は
ほ
と
ん
ど
聖
人
号
な
く

「
日
道
仰
に
云
く
」
と
あ
る
。
だ
が
然
し
日
存
聖
人
に
も

「日
存
仰
に
云
く
」
と
聖
人
の
二
字
の
な

い
も
の
が
時
々
あ
る
。
だ
が
隆
全

一
巻
六
〇
三
頁
の
如
く

「
日
存
御
口
伝
に
云
く
」
と

「御
」
の
字
を
付
し
て
聖
人
号
に
代
え
て
い
る
よ

う
に
推
測
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
だ
が
日
道
聖
人
に
は
聖
人
の
二
字
が
日
存
聖
人
と
比
較
し
て
絶
対
的
に
少
な
い
。

例
え
ば
隆
全
十

一
巻
中

一
箇
所
だ
け
日
道
聖
人
と
あ
り
、
他
は
日
道
と
あ
つ
て
聖
人
号
が
な
い
。
こ
れ
は
両
聖
人
に
対
し
て
隆
師
が
師

弟
の
礼
を
と
り
つ
つ
も
、
両
聖
人
の
関
係
を
本
抄
の
中
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
受
取
つ
て
も
よ
い
と
思
う
。

両
聖
人
は
本
化
別
頭
佛
祖
統
記
に
依
れ
ば
桃
井
左
馬
頭
尚
義
の
弟
で
あ
つ
て
隆
師
に
は
叔
父
に
あ
た
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
或
説
で
は

隆
師
の
生
母
の
兄
弟
で
あ
つ
て
隆
師
に
は
伯
父
に
あ
た
る
と
も
、
ま
た
隆
師
得
度
の
師
、
慶
寿
院
の
血
縁
者
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。

而
し
て
日
存
聖
人

（応
永
二
十
八
年
西
紀

一
四
二

一
年
五
十

一
才
寂

・
時
に
隆
師
三
十
七
才
）
は
隆
師
よ
り
十
五
才
の
年
長
で
あ
り
。

日
道
聖
人

（応
永
二
十

一
年
西
紀

一
四
二
四
年
四
十
二
才
寂

・
時
に
隆
師
四
十
才
）
は
隆
師
よ
り
二
才
の
年
長
で
あ
る
。

こ
の
年
令
的
な
開
き
と
聖
人
号
の
二
字
の
有
無
と
を
関
係
せ
し
め
る
と
、
日
存
聖
人
に
対
し
て
道
隆
両
師
は
学
師
弟
の
間
柄
、
即
ち
道

隆
両
師
は
法
兄
弟
の
如
き
親
し
い
間
柄
に
あ
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

法
華
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此
の
法
門
は
日
存
日
道
師
弟
よ
り
日
隆
相
承
す
所
の
法
門
な
り

（八
巻
一ハ○
こ

此
の
義
は
日
道
相
伝
の
御
法
門
な
り
秘
す
べ
し

（六
巻
一
一
五
）

此
の
重
は
日
存
日
道
代
々
の
相
伝
な
り
。
恐
く
は
他
門
に
分
絶
え
た
る
法
門
な
り

（八
巻
五
七
〇
）

等
の
文
が
、
存
、
道
両
聖
人
が
師
弟
の
間
柄
に
あ
り
、
そ
の
両
聖
人
が
二
十
年
に
亘
り
東
西
に
馳
走
し
南
北
に
往
詣
し
て
研
鑽
し
つ
く
さ

れ
た
研
究
資
料
を
受
け
つ
い
だ
の
が
隆
師
御
自
身
で
あ
る
と
云
う
こ
と
を
申
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
道
、
隆
両
師
の
二
才
の
開

き
は
、
や
は
り
両
師
が
法
兄
弟
で
あ
り
、
日
存
聖
人
に
対
し
て
は
共
に
学
門
の
弟
子
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て

此
等
の
一
段
の
法
門
は
日
道
よ
り
口
伝
し
奉
る
も
の
な
り

（隆
全
十
巻
一ハ
〇
一Ｃ

と
呼
び
捨
て
に
す
る
親
し
み
と
、
先
輩
に
対
す
る
礼
義
と
を
こ
の
文
が
如
実
に
物
語
つ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
存
道
両
聖
人
の
関
係
は
学
問
の
上
で
は
し
つ
か
り
と
結
ば
れ
た
師
弟
の
関
係
で
あ
つ
た
こ
と
を
本
抄
を
通
じ
て
知
る
の

で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
本
抄
に
あ
る
聖
人
の
二
字
の
な
い
日
道
聖
人
の
仰
せ
類
は
、
四
十
二
歳
の
若
さ
で
入
寂
し
た
兄
弟
子
か
ら
受
け

た
教
育
が
隆
師
に
と
つ
て
並
々
の
も
の
で
な
か
つ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
　
す
　
び

門
祖
日
隆
大
聖
人
の
第
五
百
遠
御
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
り
我
々
桂
林
同
学
会
員
に
門
祖
の
研
究
を

一
づ
つ
扱
う
よ
う
決
定
さ
れ
て
、
数

人
の
会
員
に
よ
つ
て
門
祖
の
御
遺
著
三
千
余
帖
の
う
ち
か
ら
数
篇
を
各
分
担
し
、
小
生
に
は
本
門
弘
経
抄
の
研
究
が
配
当
さ
れ
た
。

幸
い
本
門
抄
弘
経
は
、
大
正
十
四
年
か
ら
昭
和
四
年
に
か
け
て
発
刊
さ
れ
た

「原
文
対
訳
日
隆
聖
人
全
集
」
十

一
巻
本
が
手
元
に
あ
つ

た
の
で
、
そ
れ
を
昨
春
よ
り
読
み
始
め
漸
く
昨
夏
の
研
究
発
表
会
に
は
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
披
露
し
た
も
の
が
当
小
論
で
あ
る
。

一-114-―



御
承
知
の
如
く
門
祖
の
御
遺
著
中
、
本
抄
は
百
十
三
帖
に
わ
た
る
大
著
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
完
全
に
掌
中
の
も
の
に
し
、
そ
の
何
ん
た

る
か
の
研
究
を
短
日
月
の
間
に
な
す
こ
と
は
狭
学
非
才
な
る
小
生
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
従
が
つ
て
本
抄
の
大
綱
中
の
粗
綱
を
の

み
紹
介
し
、
所
謂
研
究
以
前
の
も
の
を
当
小
論
中
に
之
を
収
め
先
輩
諸
賢
聖
に
供
し
て
弘
経
抄
管
見
と
称
す
。
幸
い
非
才
が
為
の
今
後
の

研
究
の
指
針
に
つ
い
て
御
教
示
賜
う
な
ら
ば
幸
甚
な
り
と
存
じ
る
次
第
で
あ
る
。

（昭
型
一天

・
六
二
一一〇
）

法
華
宗
本
門
弘
経
抄
管
見
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